
1 

支部ネット通信 2021 年 3 月号 

日本野鳥の会 

 

 

目次 
◆事務局からのお知らせなど ............................................. 1 

■会員数..................................................................................... 1 
■ブロック会議運営費助成について .......................... 3 

 
 

◆事務局からのお知らせなど 
 

■会員室より 
 

■会員数 
 

3 月 1 日時点の会員数は 33,629 人で、先月と比べ

23 人増加しました。 

2 月の入会・退会者数（表１）をみますと、入会者

数は退会者数より 20 人多くなっています。入会者数

は 176 人で、前年同月の入会者数 135 人と比べ 41 人

増加しました。また、退会者数は 156 人で、前年同

月の退会者数 167 人と比べ 11 人減少しました。 

なお、会員の増減は入会者数と退会者数のほかに、

会費切れ退会となった後に会費が支払われ会員とし

て復活した人数によって決まります。 

 

表１． 2 月の入会・退会者数 

  入会者数 退会者数 

個人特別会員 13  人 9 人 

総合会員（おおぞら会員） 30 人 38 人 

本部型会員（青い鳥会員） 39 人 22 人 

支部型会員（赤い鳥会員） 64 人 56 人 

家族会員 30 人 31 人 

合計 176 人 156 人 

年度累計 1,586  人 ※   

※会費切れ退会となった後に会費が支払われ会員と

して復活する方がいらっしゃるため、退会者数の年

度累計は、実際の退会者数とずれた数字となります。 

 

●都道府県および支部別会員数 
 

 野鳥誌贈呈者数を除いた数を掲載します。 

 

表２．都道府県別の会員数（3 月 1 日時点） 

都道府県 会員数 前月比 

北海道 1,611 人 -5 人 

青森県 231 人 -1 人 

岩手県 360 人 -1 人 

宮城県 502 人 14 人 

秋田県 253 人 0 人 

山形県 203 人 0 人 

福島県 558 人 -4 人 

茨城県 836 人 -1 人 

栃木県 691 人 -1 人 

群馬県 588 人 1 人 

埼玉県 1,990 人 -7 人 

千葉県 1,519 人 2 人 

東京都 4,654 人 -3 人 

神奈川県 3,227 人 5 人 

新潟県 354 人 -1 人 

富山県 195 人 0 人 

石川県 277 人 3 人 

福井県 218 人 0 人 

山梨県 263 人 1 人 

長野県 816 人 -1 人 

岐阜県 460 人 7 人 

静岡県 1,228 人 -18 人 

愛知県 1,509 人 20 人 

三重県 432 人 2 人 

滋賀県 301 人 1 人 

京都府 786 人 5 人 

大阪府 1,937 人 2 人 

兵庫県 1,260 人 -4 人 

奈良県 483 人 -2 人 

和歌山県 195 人 2 人 

鳥取県 207 人 1 人 

島根県 194 人 1 人 

岡山県 538 人 1 人 

広島県 569 人 12 人 

山口県 334 人 0 人 

徳島県 308 人 -1 人 

香川県 177 人 1 人 

愛媛県 337 人 -3 人 

高知県 114 人 1 人 

福岡県 1,227 人 -4 人 

佐賀県 193 人 -1 人 

長崎県 215 人 3 人 

熊本県 384 人 -4 人 

大分県 217 人 -1 人 

宮崎県 240 人 -1 人 
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鹿児島県 308 人 0 人 

沖縄県 92 人 0 人 

海外 10 人 0 人 

不明 28 人 2 人 

全国 33,629 人 23 人 

備考：不明は転居先が不明の会員を示します。 

 

表３．支部別の会員数（3 月 1 日時点） 

支部 会員数 前月比 

オホーツク支部 252 人 1 人 

根室支部 74 人 0 人 

釧路支部 148 人 0 人 

十勝支部 166 人 -1 人 

旭川支部 76 人 0 人 

滝川支部 43 人 0 人 

道北支部 25 人 0 人 

江別支部 19 人 -1 人 

札幌支部 288 人 1 人 

小樽支部 60 人 0 人 

苫小牧支部 150 人 -3 人 

室蘭支部 131 人 0 人 

道南檜山 63 人 0 人 

青森県支部 114 人 -1 人 

弘前支部 112 人 -1 人 

秋田県支部 241 人 0 人 

山形県支部 179 人 -2 人 

宮古支部 81 人 0 人 

もりおか 153 人 3 人 

北上支部 97 人 0 人 

宮城県支部 470 人 14 人 

ふくしま 139 人 -1 人 

郡山支部 154 人 -2 人 

白河支部 30 人 0 人 

会津支部 56 人 -1 人 

奥会津連合 8 人 0 人 

いわき支部 101 人 -2 人 

福島県相双支部 16 人 0 人 

南相馬 13 人 0 人 

茨城県 751 人 -1 人 

栃木県支部 658 人 -3 人 

群馬 501 人 0 人 

吾妻 44 人 1 人 

埼玉 1,477 人 -7 人 

千葉県 933 人 2 人 

東京 2,630 人 -4 人 

奥多摩支部 757 人 -2 人 

神奈川支部 2,158 人 0 人 

新潟県 260 人 0 人 

佐渡支部 33 人 0 人 

富山 174 人 0 人 

石川 256 人 2 人 

福井県 214 人 1 人 

長野支部 403 人 1 人 

軽井沢支部 161 人 -1 人 

諏訪支部 222 人 -1 人 

木曽支部 20 人 0 人 

伊那谷支部 68 人 0 人 

甲府支部 182 人 2 人 

富士山麓支部 61 人 -1 人 

東富士 59 人 1 人 

沼津支部 138 人 -3 人 

南富士支部 235 人 -2 人 

南伊豆 36 人 -1 人 

静岡支部 317 人 -10 人 

遠江 369 人 -7 人 

愛知県支部 1,112 人 12 人 

岐阜 444 人 5 人 

三重 361 人 2 人 

奈良支部 429 人 -5 人 

和歌山県支部 202 人 1 人 

滋賀 293 人 0 人 

京都支部 738 人 3 人 

大阪支部 1,780 人 1 人 

ひょうご 962 人 -3 人 

鳥取県支部 222 人 1 人 

島根県支部 186 人 4 人 

岡山県支部 512 人 3 人 

広島県支部 484 人 11 人 

山口県支部 308 人 -1 人 

香川県支部 136 人 0 人 

徳島県支部 329 人 -2 人 

高知支部 95 人 -1 人 

愛媛 319 人 0 人 

北九州支部 270 人 -2 人 

福岡支部  534 人 0 人 

筑豊支部 229 人 -1 人 

筑後支部 159 人 2 人 

佐賀県支部 238 人 -1 人 

長崎県支部 206 人 3 人 

熊本県支部 376 人 -4 人 

大分県支部 205 人 -1 人 

宮崎県支部 236 人 0 人 

鹿児島 282 人 0 人 

やんばる支部 64 人 0 人 

西表支部 42 人 0 人 

  28,329 人 -2 人 

備考：支部別の会員数の合計は、都道府県別の会員

数の合計と異なります。これは、本部型（青い鳥）

会員や支部に所属されていない個人特別会員が支部

別の会員数に含まれないためです。 

 

（会員室／厚目 葉子） 
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■総務室より 
 

■ブロック会議運営費助成について 
 

 日本野鳥の会では、ブロック規程第７条の規定に

基づき、ブロック会議運営費の助成を行っています。 

今年度はコロナ禍でブロック会議の開催が難しい

状況でありましたが、助成を希望されるブロックは

ブロック会議幹事を通じて、当会宛てに「ブロック

会議運営費助成申請書」をご提出ください。年１回に

限り、１会議あたり１万円の助成を行います。 

ブロック会議運営費助成申請書が必要な場合や、

申請に関してご不明な点は下記まで連絡をお願い致

します。 

 

総務室 支部窓口 担当：林山・松井 

mail：shibu-soumu@wbsj.org 

電話：03-5436-2620（月水金 13～15 時） 

 

尚、ブロック会議運営費助成細則は下記の通りです。 

 

34.ブロック会議運営費助成細則 

（目的） 

第１条 この細則は、公益財団法人日本野鳥の会（以

下「本会」という。）のブロック規程第７条の規定に

基づき、ブロック会議運営費の助成に関して必要な

事項を定める。 

（助成対象会議） 

第２条 助成の対象は、ブロック規程に基づくブロッ

ク会議とする。 

（助成） 

第３条 助成は、前条の会議に対し年１回に限り行う。 

２ 助成は、１会議あたり 1 万円とする。 

（手続） 

第４条 助成を希望するブロックは、ブロック会議幹

事を通じ、本会に「ブロック会議運営費助成申請書」

を提出する。 

２ 本会は「ブロック会議運営費助成申請書」を受取

次第、遅滞なく指定の口座に助成金を振込むものと

する。 

３ 振込に係る費用は、本会が負担する。 

（助成の開始） 

第５条 平成 29 年 4 月 1 日以降に開催される対

象会議から、助成を行うものとする。 

（改廃） 

第６条 この細則の改廃は、理事長の決裁を経て行う。 

付則 この細則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行す

る。 

 

（総務室／松井 華奈） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆支部ネット担当より 

 

 いつも支部ネット通信をご愛読いただきありがと

うございます。 

 先日、河口近くのでノリ状の巣材集めをするイワ

ツバメを見かけました。春の気配が感じられる頃と

なりましたが寒暖の差も大きいころ、どうぞ体調に

気をつけてお過ごしください。 

 

 

※発行号数の表記について、2021 年 3 月号より、過

去に発行しております号外版（28 号分）を含む総通

巻表記に統一しております。 

 

 
日本野鳥の会 

    
2021 年 3 月号・通巻 230 号（※） 

◆発行 

公益財団法人日本野鳥の会 2021 年 3 月 24 日 

 

◆担当 

総務室 総務グループ  
五十嵐真/林山雅子/松井華奈/原元奈津子/萩原洋平 

〒141-0031 

東京都品川区西五反田 3-9-23 丸和ビル 

TEL : 03-5436-2620 

FAX : 03-5436-2635 

E-mail：sibu-net@wbsj.org 
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